
備考　１　市町村は、この通知に不服がある場合における救済の方法及び取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載すること。

　　　２　受給者番号は、給与支払報告書（個人別明細書）に記載された当該納税義務者の受給者番号を記載すること。

　　　３　市町村は、変更となった理由を摘要欄に記載すること。

　　　４　差引納付額欄は、特別徴収税額⑧から既納付額⑪を差し引いた額から控除不足額⑨又は既充当額⑩のいずれか大きい方の額を差し引くこと。

　　　５　変更前税額⑫欄は、税額を変更する前の既に通知した額を記載すること。

  　　６　地方自治法第252条の19第１項の市にあっては、裏面中「２％」とあるのは「１％」と、「３％」とあるのは「４％」と、「1.6％」とあるのは「2.24％」と、「0.8％」とあるのは「1.12％」と、「0.4％」とあるのは「0.56％」と、「1.2％」とあるのは「0.56％」と、

「２％」と、「６％」とあるのは「８％」と、「５分の２」とあるのは「５分の１」と、「５分の３」とあるのは「５分の４」とする。

「0.6％」とあるのは「0.28％」と、「0.3％」とあるのは「0.14％」と、「0.2％」とあるのは「0.28％」と、「0.15％」とあるのは「0.07％」と、「 」と、「４％」とあるのは市町村民税 3/5 道府県民税 2/5 市町村民税 4/5 道府県民税 1/5」とあるのは「

地方税法に定
める割合勤 労 学 生 控 除 ２６万円 基礎控除 ３３万円 勤労学生控除 １万円 特定 １８万円 １３万円

0円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）

90%15,000円超のとき 10,000円 同　居
老親等

４５万円
配 当 割 又 は
株 式 等 譲 渡 所 得 割

3/5 0円未満
（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）

2/5地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円

4,000万円超 44.055%
寡 婦 (寡夫) 控 除
（特別寡婦の場合）

２６万円
３０万円

寡 夫 控 除 １万円
扶 養
控 除

一般 ５万円 老人

５万円

医療費控除

医療費の実質負担額－(10万円と総所得金額等の５%のいずれか
低い金額)(限度額200万円)

※地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場合
特定一般用医薬品等購入費－１万２千円（限度額８万８千円）

特定 ４５万円
２万円

同　居
老親等

◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

１０万円 区　　　分 市町村民税 道府県民税

市町村民税 3/5 道府県民税 2/5
１万円

1,800万円超4,000万円以下 49.16%

56.307%
旧
長
期
契
約

5,000円以下のとき 全額 老人 ３８万円
40万円以上
45万円未満

３万円

一般 ３３万円
配
偶
者

特
別
控
除

38万円超
40万円未満

５万円 ４万円

寡 婦
控 除

一般 １万円

特別

◎所得控除 50,000円超のとき 25,000円 障  害  者  控  除
（特別障害者）

（同居特別障害者）

２６万円
３０万円
５３万円

扶

養

控

除

雑損控除
（実質損失額－総所得金額等の合計額×10％）又は（災害関連
支出の金額－５万円）のうちいずれか高い方の金額

5,000円超15,000円以下
のとき

支払金額の1/2＋2,500円

６万円 ３万円 330万円超695万円以下 69.58%
同居特別 ２２万円

２万円
695万円超900万円以下 66.517%

900万円超1,800万円以下

195万円超330万円以下 79.79%
　　　市町村民税　　　　 ％　　道府県民税　　　　 ％

地
震

保
険
料

50,000円以下のとき 支払金額の1/2
120万円超

123万円以下
３万円 ２万円 １万円

４万円 ２万円 0円以上195万円以下 84.895%
　・所得割（総合課税分）

地

震

保

険

料

控

除

支払金額 控除額
特別 １０万円

６万円 ４万円 ２万円
配偶者
控　除

一般 ５万円

老人 １０万円

１１万円 ８万円 ４万円 課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
　　　市町村民税　　　　 円　　道府県民税　　　　 円

障害者
控　除

普通 １万円115万円超
120万円以下

金額
◎税率

基礎控除 ５万円
納税者本人の

所得金額
900万円
以下

900万円超
950万円
以下

950万円超
1,000万円

以下
　・均等割 110万円超

115万円以下

１６万円 １１万円 ６万円 控除の種類 金額 控除の種類

１８万円 ９万円
　　 3　「控除不足額⑨」は所得割額より控除することができなかっ 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料につい

て、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額
70,000円）
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契
約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約そ
れぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額28,000
円）

100万円超
105万円以下

２１万円 １４万円 ７万円　　  た配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。
105万円超

110万円以下

１１万円      税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額 40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円

　前年分の所得税において平成21年から33年までの入居に係る住宅借入
金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金額（前年分の
所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当する金額（97,500円を
限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割合を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から平成33年までであって、特定取得に該当
する場合には、「100分の５」を「100分の７」と、「97,500円」を
「136,500円」として計算した金額
 ① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係
    る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係
    る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったもの
    として計算した金額）
 ② 前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）

　　  の控除等の控除額の合算額を記載しています。 70,000円超のとき 35,000円 95万円超
100万円以下

２６万円

0.2% 0.15%

     2　「税額控除額⑤」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別 15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円 ◎税額控除（住宅借入金等特別税額控除）90万円超
95万円以下

３１万円 ２１万円

３３万円 ２２万円 １１万円 外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3%

外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

 (注)1　分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります｡ 旧

契

約

15,000円以下のとき 全額 85万円超
90万円以下

1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
　特別徴収税額⑧－控除不足額⑨＝差引納付額 38万円超

85万円以下
３３万円 ２２万円 １１万円56,000円超のとき

支払金額の1/2＋6,000円
　所得割額⑥＋均等割額⑦＝特別徴収税額⑧

配

偶

者

特

別

控

除

所得金額 控除額
32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4＋14,000円 利益の配当等

28,000円

種  類 市町村民税 道府県民税 市町村民税 道府県民税

以下の部分 超の部分
新

契

約

12,000円以下のとき 全額
老人 ３８万円 ２６万円 １３万円

課税所得金額
　課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 配偶者

控　除

一般 ３３万円 ２２万円 １１万円

　税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥

950万円超
1,000万円以下

◎税額控除(調整控除) ◎税額控除(配当控除) ◎税額控除(寄附金税額控除)

　総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 合計課税所得金額が200万円以下の者
  次の①と②のいずれか少ない額の５％（道府県民税２％、
　市町村民税３％）に相当する金額
  　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
  ①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場
　合は５万円）の５％（道府県民税２％、市町村民税３％）に
　相当する金額
　　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

1,000万円 1,000万円 　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総

所得金額の合計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）

が２千円を超える場合には、その超える金額の道府県民税は４％、市

町村民税は６％に相当する金額

１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

２　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附

金

３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の

増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定め

るもの

４　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に

寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

  ただし、１のうち、特例控除の対象となる寄附金が２千円を超える

場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を

乗じて得た額の道府県民税は５分の２、市町村民税は５分の３に相当

する金額をさらに加算した金額（所得割の20％に相当する金額を超え

るときは、その20％に相当する金額）

◎税額の計算方法 社会保険料
控除等 支払金額

納税者本人の
所得金額 900万円以下

900万円超
950万円以下

生

命

保

険

料

控

除

支払金額 控除額

12,000円超32,000円以下のとき

地方税法に定
める割合勤 労 学 生 控 除 ２６万円 基礎控除 ３３万円 勤労学生控除 １万円 特定 １８万円 １３万円

0円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）

90%15,000円超のとき 10,000円 同　居
老親等

４５万円
配 当 割 又 は
株 式 等 譲 渡 所 得 割 3/5 0円未満

（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）
2/5地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円

4,000万円超 44.055%
寡 婦 (寡夫) 控 除
（特別寡婦の場合）

２６万円
３０万円

寡 夫 控 除 １万円
扶 養
控 除

一般 ５万円 老人

５万円

医療費控除

医療費の実質負担額－(10万円と総所得金額等の５%のいずれか
低い金額)(限度額200万円)

※地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場合
特定一般用医薬品等購入費－１万２千円（限度額８万８千円）

特定 ４５万円
２万円

同　居
老親等

◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

１０万円 区　　　分 市町村民税 道府県民税

市町村民税 3/5 道府県民税 2/5
１万円

1,800万円超4,000万円以下 49.16%

56.307%
旧
長
期
契
約

5,000円以下のとき 全額 老人 ３８万円
40万円以上
45万円未満

３万円

一般 ３３万円
配
偶
者

特
別
控
除

38万円超
40万円未満

５万円 ４万円

寡 婦
控 除

一般 １万円

特別

◎所得控除 50,000円超のとき 25,000円 障  害  者  控  除
（特別障害者）

（同居特別障害者）

２６万円
３０万円
５３万円

扶

養

控

除

雑損控除
（実質損失額－総所得金額等の合計額×10％）又は（災害関連
支出の金額－５万円）のうちいずれか高い方の金額

5,000円超15,000円以下
のとき

支払金額の1/2＋2,500円

６万円 ３万円 330万円超695万円以下 69.58%
同居特別 ２２万円

２万円
695万円超900万円以下 66.517%

900万円超1,800万円以下

195万円超330万円以下 79.79%
　　　市町村民税　　　　 ％　　道府県民税　　　　 ％

地
震

保
険
料

50,000円以下のとき 支払金額の1/2
120万円超

123万円以下
３万円 ２万円 １万円

４万円 ２万円 0円以上195万円以下 84.895%
　・所得割（総合課税分）

地

震

保

険

料

控

除

支払金額 控除額
特別 １０万円

６万円 ４万円 ２万円
配偶者
控　除

一般 ５万円

老人 １０万円

１１万円 ８万円 ４万円 課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
　　　市町村民税　　　　 円　　道府県民税　　　　 円

障害者
控　除

普通 １万円115万円超
120万円以下

金額
◎税率

基礎控除 ５万円
納税者本人の

所得金額
900万円
以下

900万円超
950万円
以下

950万円超
1,000万円

以下
　・均等割 110万円超

115万円以下

１６万円 １１万円 ６万円 控除の種類 金額 控除の種類

１８万円 ９万円
　　 3　「控除不足額⑨」は所得割額より控除することができなかっ 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料につい

て、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額
70,000円）
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契
約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約そ
れぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額28,000
円）

100万円超
105万円以下

２１万円 １４万円 ７万円　　  た配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。
105万円超

110万円以下

１１万円      税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額 40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円

　前年分の所得税において平成21年から33年までの入居に係る住宅借入
金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金額（前年分の
所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当する金額（97,500円を
限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割合を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から平成33年までであって、特定取得に該当
する場合には、「100分の５」を「100分の７」と、「97,500円」を
「136,500円」として計算した金額
 ① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係
    る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係
    る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったもの
    として計算した金額）
 ② 前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）

　　  の控除等の控除額の合算額を記載しています。 70,000円超のとき 35,000円 95万円超
100万円以下

２６万円

0.2% 0.15%

     2　「税額控除額⑤」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別 15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円 ◎税額控除（住宅借入金等特別税額控除）90万円超
95万円以下

３１万円 ２１万円

３３万円 ２２万円 １１万円 外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3%

外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

 (注)1　分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります｡ 旧

契

約

15,000円以下のとき 全額 85万円超
90万円以下

1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
　特別徴収税額⑧－控除不足額⑨＝差引納付額 38万円超

85万円以下
３３万円 ２２万円 １１万円56,000円超のとき

支払金額の1/2＋6,000円
　所得割額⑥＋均等割額⑦＝特別徴収税額⑧

配

偶

者

特

別

控

除

所得金額 控除額
32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4＋14,000円 利益の配当等

28,000円

種  類 市町村民税 道府県民税 市町村民税 道府県民税

以下の部分 超の部分
新

契

約

12,000円以下のとき 全額
老人 ３８万円 ２６万円 １３万円

課税所得金額
　課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 配偶者

控　除

一般 ３３万円 ２２万円 １１万円

　税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥

950万円超
1,000万円以下

◎税額控除(調整控除) ◎税額控除(配当控除) ◎税額控除(寄附金税額控除)

　総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 合計課税所得金額が200万円以下の者
  次の①と②のいずれか少ない額の５％（道府県民税２％、
　市町村民税３％）に相当する金額
  　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
  ①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場
　合は５万円）の５％（道府県民税２％、市町村民税３％）に
　相当する金額
　　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

1,000万円 1,000万円 　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総

所得金額の合計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）

が２千円を超える場合には、その超える金額の道府県民税は４％、市

町村民税は６％に相当する金額

１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

２　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附

金

３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の

増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定め

るもの

４　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に

寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

  ただし、１のうち、特例控除の対象となる寄附金が２千円を超える

場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を

乗じて得た額の道府県民税は５分の２、市町村民税は５分の３に相当

する金額をさらに加算した金額（所得割の20％に相当する金額を超え

るときは、その20％に相当する金額）

◎税額の計算方法 社会保険料
控除等 支払金額

納税者本人の
所得金額 900万円以下

900万円超
950万円以下

生

命

保

険

料

控

除

支払金額 控除額

12,000円超32,000円以下のとき

地方税法に定
める割合勤 労 学 生 控 除 ２６万円 基礎控除 ３３万円 勤労学生控除 １万円 特定 １８万円 １３万円

0円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）

90%15,000円超のとき 10,000円 同　居
老親等

４５万円
配 当 割 又 は
株 式 等 譲 渡 所 得 割 3/5 0円未満

（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）
2/5地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円

4,000万円超 44.055%
寡 婦 (寡夫) 控 除
（特別寡婦の場合）

２６万円
３０万円

寡 夫 控 除 １万円
扶 養
控 除

一般 ５万円 老人

５万円

医療費控除

医療費の実質負担額－(10万円と総所得金額等の５%のいずれか
低い金額)(限度額200万円)

※地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場合
特定一般用医薬品等購入費－１万２千円（限度額８万８千円）

特定 ４５万円
２万円

同　居
老親等

◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

１０万円 区　　　分 市町村民税 道府県民税

市町村民税 3/5 道府県民税 2/5
１万円

1,800万円超4,000万円以下 49.16%

56.307%
旧
長
期
契
約

5,000円以下のとき 全額 老人 ３８万円
40万円以上
45万円未満

３万円

一般 ３３万円
配
偶
者

特
別
控
除

38万円超
40万円未満

５万円 ４万円

寡 婦
控 除

一般 １万円

特別

◎所得控除 50,000円超のとき 25,000円 障  害  者  控  除
（特別障害者）

（同居特別障害者）

２６万円
３０万円
５３万円

扶

養

控

除

雑損控除
（実質損失額－総所得金額等の合計額×10％）又は（災害関連
支出の金額－５万円）のうちいずれか高い方の金額

5,000円超15,000円以下
のとき

支払金額の1/2＋2,500円

６万円 ３万円 330万円超695万円以下 69.58%
同居特別 ２２万円

２万円
695万円超900万円以下 66.517%

900万円超1,800万円以下

195万円超330万円以下 79.79%
　　　市町村民税　　　　 ％　　道府県民税　　　　 ％

地
震

保
険
料

50,000円以下のとき 支払金額の1/2
120万円超

123万円以下
３万円 ２万円 １万円

４万円 ２万円 0円以上195万円以下 84.895%
　・所得割（総合課税分）

地

震

保

険

料

控

除

支払金額 控除額
特別 １０万円

６万円 ４万円 ２万円
配偶者
控　除

一般 ５万円

老人 １０万円

１１万円 ８万円 ４万円 課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
　　　市町村民税　　　　 円　　道府県民税　　　　 円

障害者
控　除

普通 １万円115万円超
120万円以下

金額
◎税率

基礎控除 ５万円
納税者本人の

所得金額
900万円
以下

900万円超
950万円
以下

950万円超
1,000万円

以下
　・均等割 110万円超

115万円以下

１６万円 １１万円 ６万円 控除の種類 金額 控除の種類

１８万円 ９万円
　　 3　「控除不足額⑨」は所得割額より控除することができなかっ 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料につい

て、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額
70,000円）
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契
約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約そ
れぞれ上の算式により計算した控除額の合計額（限度額28,000
円）

100万円超
105万円以下

２１万円 １４万円 ７万円　　  た配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。
105万円超

110万円以下

１１万円      税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額 40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円

　前年分の所得税において平成21年から33年までの入居に係る住宅借入
金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金額（前年分の
所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当する金額（97,500円を
限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割合を乗じた金額
ただし、居住年が平成26年から平成33年までであって、特定取得に該当
する場合には、「100分の５」を「100分の７」と、「97,500円」を
「136,500円」として計算した金額
 ① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係
    る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係
    る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったもの
    として計算した金額）
 ② 前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）

　　  の控除等の控除額の合算額を記載しています。 70,000円超のとき 35,000円 95万円超
100万円以下

２６万円

0.2% 0.15%

     2　「税額控除額⑤」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別 15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円 ◎税額控除（住宅借入金等特別税額控除）90万円超
95万円以下

３１万円 ２１万円

３３万円 ２２万円 １１万円 外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3%

外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

 (注)1　分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります｡ 旧

契

約

15,000円以下のとき 全額 85万円超
90万円以下

利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
　特別徴収税額⑧－控除不足額⑨＝差引納付額 38万円超

85万円以下
３３万円 ２２万円 １１万円

12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2＋6,000円
　所得割額⑥＋均等割額⑦＝特別徴収税額⑧

配

偶

者

特

別

控

除

所得金額 控除額
32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4＋14,000円

56,000円超のとき 28,000円

種  類 市町村民税 道府県民税 市町村民税 道府県民税

以下の部分 超の部分
新

契

約

12,000円以下のとき 全額
老人 ３８万円 ２６万円 １３万円

課税所得金額
　課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 配偶者

控　除

一般 ３３万円 ２２万円 １１万円

　税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥

◎税額控除(寄附金税額控除)

　総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 合計課税所得金額が200万円以下の者
  次の①と②のいずれか少ない額の５％（道府県民税２％、
　市町村民税３％）に相当する金額
  　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
  ①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場
　合は５万円）の５％（道府県民税２％、市町村民税３％）に
　相当する金額
　　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に
　　　おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  　②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

1,000万円 1,000万円 　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総

所得金額の合計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）

が２千円を超える場合には、その超える金額の道府県民税は４％、市

町村民税は６％に相当する金額

１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

２　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附

金

３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の

増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定め

るもの

４　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に

寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

  ただし、１のうち、特例控除の対象となる寄附金が２千円を超える

場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を

乗じて得た額の道府県民税は５分の２、市町村民税は５分の３に相当

する金額をさらに加算した金額（所得割の20％に相当する金額を超え

るときは、その20％に相当する金額）

生

命

保

険

料

控

除

支払金額 控除額

第
三
号
様
式
別
表
裏
面
（

第
二
条
関
係
）

　

[

別
紙
二
］

◎税額の計算方法 社会保険料
控除等 支払金額

納税者本人の
所得金額 900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

◎税額控除(調整控除) ◎税額控除(配当控除)



　

差引損失額のうち災害関連支出の金額

円 円 円

  ㉓
支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補塡される金額

円 円
医療費控除

　㉒ 損 害 の 原 因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　・
雑損控除 損  害  金  額 保険金などで補塡される金額

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「12」に氏名、個
人番号及び住所を記入してください。

扶養控除
額の合計

□　同居
□　別居

続
柄氏

名
個人
番号

3

フリ
ガナ

生年
月日

 明・大
 昭・平 ・　・

同居・
別居の
区分

個人
番号

2

フリ
ガナ

生年
月日

 明・大
 昭・平 ・　・

同居・
別居の
区分

氏
名

□　同居
□　別居

続
柄氏

名
個人
番号1

6
歳
未
満
の
扶
養
親
族

（
控
除
対
象
外

）

1

フリ
ガナ

生年
月日

 明・大
 昭・平 ・　・

控除額

4

フリ
ガナ

生年
月日

 明・大
 昭・平 ・　・

同居・
別居の
区分

氏
名

個人
番号

□　同居
□　別居

続
柄氏

名
個人
番号

控除額

3

フリ
ガナ

生年
月日

 明・大
 昭・平 ・　・

同居・
別居の
区分

□　同居
□　別居

続
柄氏

名
個人
番号

控除額

2

フリ
ガナ

生年
月日

 明・大
 昭・平 ・　・

同居・
別居の
区分

同居・
別居の
区分

□　同居
□　別居

続
柄氏

名
　
扶
　
養
　
控
　
除

個人
番号

控除額
万円

⑲
1

フリ
ガナ

生年
月日

 明・大
 昭・平 ・　・

個人
番号

□
同一生計配偶者（控除対
象配偶者を除く。）

　⑰ ～ ⑱　 配
偶
者

フリ
ガナ 生年月日

 明・大
 昭・平

　　　・　　　・　

配偶者控除・
配偶者特別控
除・同一生計
配 偶 者

氏
名

氏
名

個人
番号

2

フリ
ガナ 障害の

程度
級
度

個人
番号

 ⑯

1

フリ
ガナ 障害の

程度
級
度障　害　者

氏
名

控　　　 除

　⑭～⑮ ⑭　□寡婦（寡夫）控除  ⑮　□　勤労学生控除　
　　　　　　　□ 死別　□ 生死不明 （学校名）
　　　　　　　□ 離婚　□ 未帰還　

控　　　　 除
円 円

介護医療保険料の計

　険料控除

合　　　　　　計 　
  ⑫ 新生命保険料の計 旧生命保険料の計

円 円

生命保険料
新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計

控　　　　 除

　⑩ 社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料
円

社会保険料

裏面にも記載する欄がありますから注意してください。

（切り取らないでください。）

平成　　年度分市町村民税・道府県民税申告書受付書
受付日付印住　　所

氏　　名

　「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項
に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

　□　給与から差引き（特別徴収）
　□　自分で納付（普通徴収）

地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場合には、
「医療費控除」欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

5 給与・公的年金等に係る所得以外（平成　年4月1
日において65歳未満の方は給与所得以外）の市町
村民税・道府県民税の納税方法

合　　　計
（㉑＋㉒＋㉓）

㉔

㉒

医療費控除
区
分 ㉓

雑 損 控 除

□　同居
□　別居

続
柄

⑩から⑳までの計 ㉑

扶 養 控 除 ⑲

基 礎 控 除 ⑳ 3 3 0，0 0 0

配 偶 者 特 別 控 除 ⑱同居・
別居の
区分

⑯

配 偶 者 控 除 ⑰

□　同居
□　別居

続
柄 ⑮～

⑬

寡 婦 ( 寡 夫 ) 控 除 ⑭

生命保険料控除 ⑫

地 震 保 険 料 控 除

⑩
小 規 模 企 業

⑪

４
　
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

社 会 保 険 料 控 除

共 済 等 掛 金 控 除

勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除

⑨合　　　計

総合譲渡・一時 ⑧

給　　　与 ⑥

雑 ⑦

配　　　当 ⑤配　偶　者　の 円

合計所得金額

利　　　子 ④

不 動 産 ③

①

農 業 ②

２
　
所
　
得
　
金
　
額

事
業

営 業 等

長    期 コ

一 時 サ

総
合
譲
渡

短    期 ケ
　寡婦（寡夫）、
　勤労学生控除

円

そ の 他 ク  ⑬　地震保 地震保険料の計 旧長期損害保険料の計
円 円

カ

雑
公的年金等 キ

オ

給　　　与

利　　　子 エ

配　　　当

不　動　産 ウ

事 営 業 等 ア
円

業 農　　業 イ

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項

１
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

続柄
　 昭・平

印　
年 月 日

生年
月日

明・大
・　　・

世帯主
の氏名

現　住　所 業種又は職業

　　市町村長殿
1月1日現在

電 話 番 号
の   住   所
フリガナ

個人番号提出年月日
氏　　　名

第
五
号
の
四
様
式
表
面

(

第
二
条
関
係
）

表
平成　　　年度分

市 町 村 民 税
　申 告 書こ

の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

。

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は

、

「
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
申
告
書

（
分
離
課
税
等
用

）
」
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い

。

道 府 県 民 税 整 理 番 号



   

　支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入し
てください。ただし、認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非
営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金について
は、上欄に記入せず、別途「寄附金税額控除申告書（二）」を提出
してください。

（切り取らないでください。）

配 当 割 額 控 除 額
円

条例指定分
都道府県

株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 控 除 額 市区町村

2

フリ
ガナ

個人
番号

所得税における青色申告の承認の有無 承認あり　・　承認なし 合  計  額

15 寄附金に関する事項14　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項
都道府県、市区町村分

（特例控除対象）

円
　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は､下の各欄に配
当割額及び株式等譲渡所得割額を書き入れてください。

住所地の共同募金会、日赤支部分・都道府
県、市区町村分（特例控除対象以外）

住所

氏名

3

フリ
ガナ

個人
番号

住所

氏名

12 別居の扶養親族等に関する事項

1

フリ
ガナ

個人
番号

住所

　　月　　　　　　日
氏名 昭・平

氏名

　□　他都道府県の事務所等個人
番号

従事
月数

前年中の
開廃業

開始　・　廃止

3

フリ
ガナ

続柄
生年
月日

専従者給与
（控除）額

明・大
・　　　　・

2

事業用
資産の
譲渡損
失など

資産の種類
明・大

・　　　　・
氏名 昭・平 損失額、被災損失額(白) 円

個人
番号

従事
月数

フリ
ガナ

続柄
生年
月日

専従者給与
（控除）額

11 事業専従者に関する事項 13 事業税に関する事項

1

フリ
ガナ

続柄
生年
月日

専従者給与
（控除）額

非課税所
得など

所得金額 円
明・大

・　　　　・
氏名 昭・平

損益通算の特
例適用前の
不動産所得

円

個人
番号

従事
月数

ﾊ
 

　右上のイの金額を表面のケに、ロの金額を表面のコに、ハの金額を表面のサに記入してください。
ニ　合計　ｲ+〔(ﾛ+ﾊ)×1/2〕

　右のニの金額を表面の⑧の所得金額欄へ記入してください。

一 時

円

長 期
ﾛ

 

所得金額
（収入金額－必要経費） （差引金額－特別控除額）

総合譲渡
短 期

円 円 円 円 ｲ

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

収入金額 必要経費
差引金額

特別控除額

電 話 番 号

勤 務 先 名

勤務先所在地
円 円

賞 与 等
円 国外株式等に係

る外国所得税額
９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項

合 計 種　目 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

10 ・

12 ・

11 ・

9 ・
円 円

7 ８ 配当所得に関する事項

8
配当所得
の種類

所得の生ずる場所 支払確定年月 収入金額 必要経費

6

5

4

3

円 円

2

1

円 円 円

月 日 給
勤務
日数 月 収 所得の種類 所得の生ずる場所

６ 給与所得の内訳 裏

(日給などの給与所得のある人で、源泉徴
収票のない人は記入してください。 ) ７ 事業・不動産所得に関する事項

収入金額 必要経費 青色申告特別控除額



平成　　　年度分
市町村民税
道府県民税 寄附金税額控除申告書（一） 第

五
号
の
五
の
二
様
式
（

第
二
条
関
係
）

平成　　　年　　　月
　　　　　　　　市町村長　殿

整理番号

住　所

フリガナ

氏　名 ㊞　

個人番号

　あなたが前年中に次の１から３までのいずれかに該当する寄附金を支出したとき
は、下の欄に必要な事項を記載してください。

１．都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金（特例控除対象）
寄　附　先 寄　附　金　額

円

平成　　年
１月１日

現在の住所

生年月日
　明・大
　昭・平

・　　　・

電話番号

「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２
条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

計

(注) 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金は除きま

す。認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金は別

途「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書（二）」を市町村長に提出してください。

２．住所地の都道府県共同募金会若しくは日本赤十字社の支部に対する寄附金
又は都道府県、市町村若しくは特別区に対する寄附金（特例控除対象以外）

寄　附　先 寄　附　金　額
円

計

３．住所地の都道府県、市町村又は特別区の条例で指定された寄附金

寄　附　先 指定区分 寄　附　金　額
都道府県

・
市区町村

円

（切り取らないでください。）

都道府県
・

市区町村

都道府県
・

市区町村

計

都道府県分

市区町村分

平成　　年度分市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書（一）受付書

受付日付印
住　　所

氏　　名 殿



※
こ

の
欄
に

は
記

入
し

な
い

こ
と

。

１
. 電

気
・
天

然
ｶ
ﾞｽ

・
P

H
V

・
C

D
乗

用
車

２
. ★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成

４
. （

3
0
年

度
）
電

気
・
天

然
ｶ
ﾞｽ

・
P

H
V

・
C

D
乗

用
車

３
. ★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成

５
. （

3
0
年

度
）
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成

６
. （

3
0
年

度
）
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成

７
. ｶ

ﾞｿ
ﾘ
ﾝ
・
L
P

G
車

新
車

新
規

登
録

後
1
3
年

超
８

. ﾃ
ﾞｨｰ

ｾ
ﾞﾙ

車
新

車
新

規
登

録
後

1
1
年

超

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

0

旧所有者旧使用者
0

円
税

 
額

 
の

 
合

 
計

円

0
0

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

税
 
額

月
／
１
２

円

化特例

グリーン

住
 
 
所

又
は

所
在
地

種別割

0
0

年
　

税
　

額

住
 
 
所

又
は

所
在
地

/
1
0
0

使用者

住
 
 
所

又
は

所
在

地
税
 
率
 
区
 
分

円
課
 
税
 
標
 
準
 
額

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

記
載
要
領
１
４
を
参
照

燃
　
費

変
速
装
置

構
　
造

所有者

Ａ
Ｔ
・
Ｍ
Ｔ

５
.
譲

渡
担

保
６

.
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

 

関わる者

 

以外に当該申告に

 

申告・報告義務者

住
 
 
所

又
は

所
在

地
0
0

税
額

住
 
 
所

又
は

所
在
地

所
 
 
有

 
 
形

 
 
態

0
0

0
１

.
自

己
所

有
２

.
所

有
権

留
保

３
．

商
品

車
４

.
リ

ー
ス

車

バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
Ａ
Ｓ
Ｖ
特
例

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

k
m
/
l

電
 
話

番
 
号

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

Ａ
Ｂ
１
・
Ｂ
２

受・否

記
載
要
領
１
６

を
参
照

円

１
.
営

業
用

２
.
自

家
用

(
品
名
)

(
価
額
)

年
付
加
物

の
内
訳

円
３

.
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

円

燃
 
料

 
の

 
種

 
類

１
.
ガ

ソ
リ

ン
２

.
軽

油
lk
w

 
5
.

0
0

0
円

付
加
物

取
 
 
得

 
 
前

 
 
の

 
 
用

 
 
途

(
左
詰
で
記
入
)

1
.
明

治
2
.
大

正
車
両
本
体

3
.
昭

和
4
.
平

成

年
月

日

環境性能割

通常の取得価額

0

k
g

乗
 
車
 
定
 
員

最
 
大
 
積
 
載
 
量

車
 
両
 
重

 
量

車
 
両

 
総

 
重

 
量

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

３
.
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

c
m

c
m

c
m

原
 
動
 
機
 
の
 
型
 
式

長
 
 
さ

幅
高

さ
総

排
気

量
又

は
定

格
出

力
ロ

ー
タ

ー
数

車
 
検
 
有
 
効
 
期
 
限

商
品
車
で
あ
る
場
合
の
古
物
商
許
可

番
号

主
 
た

 
る

 
定

 
置

 
場

 
 
※

(
 
 
)
内

は
旧

主
た

る
定

置
場

所
在

の
市

町
村

名
を

記
入

印

年
月

日

車
 
 
台

 
 
番

 
 
号

類
別

区
分

番
号

車
 
 
 
名

 
 
（

通
 
 
称

 
 
名

）
型

 
 
 
 
式

１
．

普
通

２
．

小
型

１
．

営
業

用

３
．

三
輪

２
．

自
家

用

納税(申告・報告)義務者

住所又は所在地

用途

０
１

．
乗

用
車

０
２

．
ト

ラ
ッ

ク
（
貨

物
）

０
３

．
ト

ラ
ッ

ク
（
貨

客
兼

用
車

）

種
 
 
 
 
別

営
・
自
区
分

車
 
体
 
の
 
形
 
状

(
ビ

ル
、

ア
パ

ー
ト

、
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

)

０
４

．
ト

ラ
ッ

ク
（
け

ん
引

車
）

(
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番
地

ま
で

記
入
)

〒

人
(
　
　
　
 
 
 
 
人
)

k
g
(
　
　
　
 
 
 
 
k
g
)

k
g

電
 
話

番
 
号

年号
生
 
年

月
 
日

0
0

０
７

．
バ

ス
(そ

の
他

(             　
　

　
　

  ))

登録番号

旧登録番号

登
録

年
月

日
初

度
登

録
年

月
運

輸
支

局
等

車
種

区
分

か
な

番
 
 
 
号

運
輸
支
局
等

車
種
区
分

日
年

月
5
.

5
.

(
右

詰
で

記
入

)
(
右

詰
で

記
入

)

か
な

番
 
 
 
号

年号

3
.
昭

和
年号

3
.
昭

和

4
.
平

成

第十六号の四十三様式（用紙日本産業規格Ａ４）（第九条の五及び第九条の十七関係）

１
．
新

規
登

録
(
新

車
)

２
．

新
規

登
録

(
中

古
車

)
３

．
移

転
登

録
１
．
売
買

２
．
相
続

１
．
課
税

２
．
非
課
税

３
．
課

税
免

除

４
．

転
入

５
．

転
出

６
．

抹
消

登
録

３
．
贈
与

４
．
減
免
(
障
害
者
・
そ
の
他
)

月
日

８
．
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

５
．
そ
の
他
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

７
．
そ
の
他
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
 
 
 
 
 
)

次
の

と
お

り
申

告
(
報

告
)
し

ま
す

。

知
 
事

 
殿

７
．
変

更
(
使

用
者

・
住

所
・

氏
名

・
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．
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4
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．
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ラ
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け
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．
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第
1
6
号
の
4
3
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
申
告
書
は
、
法
第
1
6
0
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
納
付
に
関
し
申
告
又
は
報
告
を
行
う
場
合
、
ま
た
、
法
第
1
7
7
条
の
1
3
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
申
告
又
は
報
告
を
行
う
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
。

２
「
申
告
区
分
」
及
び
「
取
得
原
因
」
の
各
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
右
の
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
「
申
告
区
分
」
の
欄
で
「
７
．
変
更
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
番
号
を
記
入
す
る
ほ
か
、
（

）
内
の
該
当
項
目
を
○
で
囲
む
こ
と
。

３
「
課
税
区
分
」
の
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
「
環
境
性
能
割
」
及
び
「
種
別
割
」
の
各
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
移
転
登
録
に
よ
る
自
動
車
税
種
別
割
の
課
税
対
象
外
、
本
人
持
ち
込
み
に
よ
り
他
の
都
道
府
県
か
ら
転
入
す
る
場
合
の
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
課
税
対
象
外

等
、
１
か
ら
６
ま
で
の
項
目
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
「
７
．
そ
の
他
」
を
選
択
し
（

）
内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。

４
「
登
録
年
月
日
」
、
「
初
度
登
録
年
月
」
及
び
「
生
年
月
日
」
の
各
欄
の
う
ち
年
号
の
部
分
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

５
「
納
税
（
申
告
・
報
告
）
義
務
者
」
の
欄
の
「
住
所
又
は
所
在
地
」
に
は
、
上
段
に
都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
納
税
義
務
者
等
が
ビ
ル
等
に
入
居
し
て
い
る
場
合
又
は
同
居
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
下
段
の
枠
内
に
、
ビ
ル
等
の
名
称
の
ほ
か
に
棟
号
数
、
室
番

号
又
は
○
○
様
方
の
よ
う
に
、
郵
送
物
が
確
実
に
届
く
よ
う
に
記
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
「
氏
名
又
は
名
称
」
の
欄
の
右
端
の
「
印
」
位
置
に
、
必
ず
押
印
す
る
こ
と
。

６
「
用
途
」
、
「
種
別
」
、
「
営
・
自
区
分
」
、
「
燃
料
の
種
類
」
、
「
所
有
形
態
」
及
び
「
グ
リ
ー
ン
化
特
例
」
の
各
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

７
「
用
途
」
の
欄
で
「
０
７
．
バ
ス
（
そ
の
他
）
」
、
「
０
９
．
特
種
用
途
自
動
車
」
又
は
「
１
０
.
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
及
び
「
燃
料
の
種
類
」
又
は
「
所
有
形
態
」
の
各
欄
で
「
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、
（

）
内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。

８
「
車
体
の
形
状
」
の
欄
に
は
、
自
動
車
検
査
証
の
「
車
体
の
形
状
」
の
欄
に
記
載
さ
れ
た
形
状
を
記
入
す
る
こ
と
。

９
「
乗
車
定
員
」
及
び
「
最
大
積
載
量
」
の
各
欄
に
は
、
貨
客
兼
用
車
等
で
あ
る
た
め
乗
車
定
員
及
び
最
大
積
載
量
が
そ
れ
ぞ
れ
複
数
あ
る
場
合
、
（

）
内
に
は
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の
乗
車
定
員
と
こ
れ
に
係
る
最
大
積
載
量
を
記
入
す
る
こ
と
。

1
0
「
長
さ
」
、
「
幅
」
及
び
「
高
さ
」
の
各
欄
に
は
、
特
種
用
途
自
動
車
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

1
1
「
取
得
前
の
用
途
」
の
欄
に
は
、
他
か
ら
自
動
車
の
譲
渡
を
受
け
た
場
合
な
ど
、
今
回
の
申
告
以
前
も
当
該
自
動
車
が
所
有
さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
用
途
に
つ
い
て
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
し
、
併
せ
て
初
度
登
録
年
月
か
ら
の
経
過
年
数
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、

「
３
．
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
（

）
内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。

1
2
「
通
常
の
取
得
価
額
」
の
欄
に
は
、
法
第
1
5
6
条
に
規
定
す
る
通
常
の
取
得
価
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

1
3
「
通
常
の
取
得
価
額
」
の
欄
の
「
付
加
物
の
内
訳
」
に
は
、
具
体
的
な
付
加
物
の
名
称
と
そ
の
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

1
4
「
税
率
区
分
」
の
欄
に
は
、
次
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
「
★
★
★
★
」
は
平
成
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
5
0
％
低
減
又
は
平
成
1
7
年
排
出
ガ
ス
基
準
7
5
％
低
減
達
成
車
の
こ
と
を
、
「
★
★
★
」
は
平
成
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
2
5
％
低
減
又
は
平
成
1
7
年
排

出
ガ
ス
基
準
5
0
％
低
減
達
成
車
の
こ
と
を
い
う
。

な
お
、
平
成
3
2
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
平
成
2
7
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ
っ
て
、
次
の
【
乗
用
車
】
の
0
1
～
1
1
又
は
【
2
.
5
t
以
下
バ
ス
･
ト
ラ
ッ
ク
】
の
う
ち
、
平
成
2
2
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
満
た
し
て
い
る
自
動
車
に
つ

い
て
は
、
「
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
4
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
1
1
0
％
達
成
」
に
、
「
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
3
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
9
5
％
達
成
」
に
、
「
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
2
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
8
0
％
達
成
」
に
、
「
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
」

は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
6
5
％
達
成
」
に
、
「
3
2
年
度
燃
費
基
準
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
5
0
％
達
成
」
に
、
「
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
2
5
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
5
7
％
達
成
」
に
、
「
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
2
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
5
0
％
達
成
」
に
、
「
2
7
年
度
燃

費
基
準
＋
1
5
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
4
4
％
達
成
」
に
、
「
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
3
8
％
達
成
」
に
読
み
替
え
た
上
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

【
乗
用
車
】

0
1
．
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
4
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

0
2
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
3
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

0
3
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
2
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

0
4
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

0
5
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

0
6
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

0
7
．
0
1
～
0
6
に
該
当
し
な
い
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
2
/
1
0
0
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

0
8
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
非
課
税
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

0
9
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

1
0
．
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
3
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

1
1
．
0
1
～
0
3
及
び
0
8
～
1
0
に
該
当
し
な
い
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
3
/
1
0
0
、
営
業
用
：
2
/
1
0
0
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

1
2
．
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
4
0
％
達
成
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
非
課
税
）

1
3
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
3
0
％
達
成
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
非
課
税
）

1
4
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
2
0
％
達
成
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
非
課
税
）

1
5
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
非
課
税
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

1
6
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
達
成
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

1
7
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

1
8
．
1
2
～
1
7
に
該
当
し
な
い
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
2
/
1
0
0
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

1
9
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
非
課
税
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

2
0
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
達
成
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

2
1
．
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
自
家
用
：
3
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

2
2
．
1
2
～
1
4
及
び
1
9
～
2
1
に
該
当
し
な
い
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
（
自
家
用
：
3
/
1
0
0
、
営
業
用
：
2
/
1
0
0
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

【
2
.
5
t
以
下
バ
ス
･
ト
ラ
ッ
ク
】

2
3
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
2
5
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

2
4
．
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
2
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

2
5
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
5
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）

2
6
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）

2
7
．
2
3
～
2
6
に
該
当
し
な
い
も
の
（
自
家
用
：
3
/
1
0
0
、
営
業
用
：
2
/
1
0
0
）

【
2
.
5
t
超
3
.
5
t
以
下
バ
ス
･
ト
ラ
ッ
ク
】

2
8
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
5
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

2
9
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

3
0
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
５
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）

3
1
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）

3
2
.
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
5
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

3
3
.
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）

3
4
.
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
５
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）

3
5
.
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
5
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
非
課
税
）

3
6
.
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
非
課
税
）

3
7
.
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
５
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）

3
8
.
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）

3
9
．
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
5
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
非
課
税
）

4
0
.
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）

4
1
.
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
５
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）

4
2
．
2
8
～
4
1
に
該
当
し
な
い
も
の
（
自
家
用
：
3
/
1
0
0
、
営
業
用
：
2
/
1
0
0
）

【
3
.
5
t
超
バ
ス
･
ト
ラ
ッ
ク
】

4
3
.
2
8
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
5
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
非
課
税
）

4
4
.
2
8
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
非
課
税
）

4
5
.
2
8
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
５
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）

4
6
.
2
8
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）

4
7
.
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
5
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
非
課
税
）

4
8
.
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）

4
9
.
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
５
％
達
成
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）

5
0
．
4
3
～
4
9
に
該
当
し
な
い
も
の
（
自
家
用
：
3
/
1
0
0
、
営
業
用
：
2
/
1
0
0
）

【
そ
の
他
の
自
動
車
】

5
1
.
電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
（
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
（
3
.
5
t
以
下
の
自
動
車
）
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
）
（
非
課
税
）

5
2
.
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
（
非
課
税
）

5
3
.
ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
乗
用
車
（
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
）
（
非
課
税
）

1
5
上
記
1
4
の
0
1
～
5
0
及
び
5
3
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
「
燃
費
」
の
欄
に
燃
費
値
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
貨
物
自
動
車
の
場
合
に
は
、
「
変
速
装
置
」
の
欄
に
つ
い
て
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
む
こ
と
。

な
お
、
「
構
造
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
車
両
総
重
量
1
.
7
t
超
3
.
5
t
以
下
の
貨
物
自
動
車
に
つ
い
て
は
「
Ａ
」
、
「
Ｂ
１
」
又
は
「
Ｂ
２
」
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
項
目
を
選
択
す
る
こ
と
。
「
Ａ
」
は
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
を
い
い
、
「
Ａ
」
以
外
の
場
合
の
う
ち
（
ろ
）
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
を
「
Ｂ
１
」
、
「
Ｂ
１
」
以
外
の
も
の
を
「
Ｂ
２
」
と
い
う
。

（
い
）
最
大
積
載
量
を
車
両
総
重
量
で
除
し
た
値
が
0
.
3
以
下
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
ろ
）
乗
車
装
置
及
び
物
品
積
載
装
置
が
同
一
の
車
室
内
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
車
室
と
車
体
外
と
を
固
定
さ
れ
た
屋
根
、
窓
ガ
ラ
ス
等
の
隔
壁
に
よ
り
仕
切
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
は
）
運
転
室
の
前
方
に
原
動
機
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

1
6
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
Ａ
Ｓ
Ｖ
特
例
」
の
欄
に
は
、
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
む
こ
と
。
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
次
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
「
ト
ラ
ッ
ク
」
は
け
ん
引
車
及
び
被
け
ん
引
車
を
除
い
た
も
の
、
「
バ
ス
等
」
は
専
ら
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
乗
車
定
員
1
0
人
以
上
の
も
の
（
立
席
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
こ
と
を
い
う
。

0
1
.
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
<
1
,
0
0
0
万
円
控
除
>

0
2
.
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
（
乗
車
定
員
3
0
人
以
上
）
<
6
5
0
万
円
控
除
>

0
3
.
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
（
乗
車
定
員
3
0
人
未
満
）
<
2
0
0
万
円
控
除
>

0
4
.
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
<
1
0
0
万
円
控
除
>

0
5
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
搭
載
車
両
）
（
3
.
5
t
超
８
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
3
5
0
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

0
6
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
搭
載
車
両
）
（
５
t
以
下
バ
ス
等
）
<
3
5
0
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

0
7
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
搭
載
車
両
）
（
５
t
超
1
2
t
以
下
バ
ス
等
）
<
3
5
0
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

0
8
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
車
両
安
定
性
制
御
装
置
搭
載
車
両
）
（
3
.
5
t
超
８
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
3
5
0
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

0
9
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
車
両
安
定
性
制
御
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
超
1
2
t
以
下
バ
ス
等
）
<
3
5
0
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

1
0
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
3
.
5
t
超
８
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
1
7
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

1
1
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
2
0
t
超
2
2
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
1
7
5
万
円
控
除
(
■
2
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

1
2
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
以
下
バ
ス
等
）
<
1
7
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

1
3
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
超
1
2
t
以
下
バ
ス
等
）
<
1
7
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

1
4
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
1
2
t
超
バ
ス
等
）
<
1
7
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>



1
5
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
及
び
車
両
安
定
性
制
御
装
置
搭
載
車
両
）
（
3
.
5
t
超
８
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
5
2
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

1
6
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
及
び
車
両
安
定
性
制
御
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
超
1
2
t
以
下
バ
ス
等
）
<
5
2
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

1
7
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
3
.
5
t
超
８
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
5
2
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

1
8
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
以
下
バ
ス
等
）
<
5
2
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

1
9
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
以
下
バ
ス
等
）
<
3
5
0
万
円
控
除
(
■
1
.
1
1
.
1
以
降
)
>

2
0
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
超
1
2
t
以
下
バ
ス
等
）
<
5
2
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

2
1
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
3
.
5
t
超
８
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
5
2
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

2
2
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
超
1
2
t
以
下
バ
ス
等
）
<
5
2
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

2
3
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
3
.
5
t
超
８
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
5
2
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

2
4
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
3
.
5
t
超
８
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
3
5
0
万
円
控
除
(
■
1
.
1
1
.
1
以
降
)
>

2
5
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
８
t
超
2
0
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
）
<
3
5
0
万
円
控
除
>

2
6
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
超
1
2
t
以
下
バ
ス
等
）
<
5
2
5
万
円
控
除
(
■
1
.
1
0
.
3
1
ま
で
)
>

2
7
.
Ａ
Ｓ
Ｖ
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
搭
載
車
両
）
（
５
t
超
1
2
t
以
下
バ
ス
等
）
<
3
5
0
万
円
控
除
(
■
1
.
1
1
.
1
以
降
)
>

1
7
「
グ
リ
ー
ン
化
特
例
」
の
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
、
平
成
3
0
年
度
に
新
車
新
規
登
録
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
４
か
ら
６
ま
で
の
う
ち
該
当
す
る
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
「
★
★
★
★
」
は
平
成
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
5
0
％
低
減
又
は
平
成
1
7
年
排
出
ガ
ス
基
準
7
5
％
低
減
達
成
車
の
こ
と
を
、
「
P
H
V
」
は
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
の
こ
と
を
、
「
C
D
乗
用
車
」
は
ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
乗
用
車
の
こ
と
を
い
う
。



別

※
こ

の
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

月
日

月
日

燃
 
料

 
の

 
種

 
類

１
.
ガ

ソ
リ

ン
２

.
軽

油
lk
w

c
m

c
m

原
 
動

 
機

 
の

 
型

 
式

長
 
 
さ

幅
高

さ
総

排
気

量
又

は
定

格
出

力
ロ

ー
タ

ー
数

旧使用者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

車
 
検

 
有

 
効

 
期

 
限

商
品

車
で

あ
る

場
合

の
古

物
商

許
可

番
号

印

年

６
.
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

３
.
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

５
.
譲

渡
担

保
 

関わる者

 

以外に当該申告に

 

申告・報告義務者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

電
 
話

番
 
号

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

0
0

0
円

付
加

物
取

 
 
得

 
 
前

 
 
の

 
 
用

 
 
途

１
.
営

業
用

 
5
.

旧所有者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

円
/
1
0
0

使用者

住
 
 
所

又
は

所
在

地
税

 
率

 
区

 
分

電
 
話

番
 
号

(
左

詰
で

記
入

)

年号

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

Ａ
Ｔ

・
Ｍ

Ｔ
Ａ

･
Ｂ

記
載

要
領

１
４

を
参

照

燃
　

費
変

速
装

置
構

　
造

円
課

 
税

 
標

 
準

 
額

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

0
0

税
額

所有者

住
 
 
所

又
は

所
在

地
所

 
 
有

 
 
形

 
 
態

0
0

0
１

.
自

己
所

有
２

.
所

有
権

留
保

３
．

商
品

車
４

.
リ

ー
ス

車
環境性能割

通常の取得価額

生
 
年

月
 
日

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

k
m
/
l

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

３
.
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

c
m

２
.
自

家
用

(
品

名
)

(
価

額
)

年
付
加
物

の
内
訳

円 円
車

両
本

体
0

0
0

０
１

．
乗

用
車

０
２

．
ト

ラ
ッ

ク
（
貨

物
）

０
９

．
特

種
用

途
自

動
車

(            　
　

　
   )

１
０

．
そ

の
他

(            　
　

　
　

   )

車
 
両

 
総

 
重

 
量

車
 
 
台

 
 
番

 
 
号

主
 
た

 
る

 
定

 
置

 
場

 
 
※

(
 
 
)
内

は
旧

主
た

る
定

置
場

所
在

の
市

町
村

名
を

記
入

類
別

区
分

番
号

人
(
　

　
　

 
 
 
 
人

)
k
g
(
　

　
　

 
 
 
 
k
g
)

k
g

k
g

車
 
 
 
名

 
 
（

通
 
 
称

 
 
名

）
型

 
 
 
 
式

２
．

小
型

４
．

軽

日
年

月

年号
年号

年
月

3
.
昭

和

4
.
平

成

5
.

3
.
昭

和

4
.
平

成

5
.

(
右

詰
で

記
入

)
(
右

詰
で

記
入

)

納税(申告・報告)義務者

住所又は所在地

用途
〒

か
な

番
 
 
 
号

車両番号

旧車両番号

１
．

営
業

用

２
．

自
家

用
(
ビ

ル
、

ア
パ

ー
ト

、
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

)

乗
 
車

 
定

 
員

最
 
大

 
積

 
載

 
量

1
.
明

治
2
.
大

正

3
.
昭

和
4
.
平

成
年

車
 
両

 
重

 
量

種
 
 
 
 
別

営
・

自
区

分
車

 
体

 
の

 
形

 
状

軽
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
申
告
書
（
報
告
書
）

取
得

・
変

更
・

廃
車

等
年

月
日

初
度

検
査

(
届

出
)
年

月
運

輸
支

局
等

車
種

区
分

か
な

番
 
 
 
号

運
輸

支
局

等
車

種
区

分

月
日

８
．

そ
の

他
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

５
．

そ
の

他
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

７
．

そ
の

他
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

次
の

と
お

り
申

告
(
報

告
)
し

ま
す

。

申告区分

(
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番

地
ま

で
記

入
)

第三十三号の四様式（用紙日本産業規格Ａ４）（第十五条の十二関係）

１
．

新
規

取
得

(
新

車
)

２
．

新
規

取
得

(
中

古
車

)
３

．
移

転
１

．
売

買
２

．
相

続

市
町
村
長
 
殿

７
．

変
更

(
使

用
者

・
住

所
・

氏
名

・
定

置
場

・
番

号
・

構
造

・
用

途
・

軽
自

動
車

の
所

有
者

)
４

．
所

有
権

留
保

解
除

５
．

免
税

点
以

下
６

．
商

品
車

年

１
．

課
税

２
．

非
課

税
３

．
課

税
免

除

４
．

転
入

５
．

転
出

６
．

抹
消

３
．

贈
与

４
．

減
免

(
障

害
者

・
そ

の
他

)
取得原因

課税区分

,
,

.
,

,

,
,

,
,



第
3
3
号
の
４
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
申
告
書
は
、
法
第
4
5
4
条
の
規
定
に
よ
り
、
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
納
付
に
関
し
申
告
又
は
報
告
を
行
う
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
。

２
「
申
告
区
分
」
及
び
「
取
得
原
因
」
の
各
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
右
の
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
、
「
申
告
区
分
」
の
欄
で
「
７
．
変
更
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
番
号
を
記
入
す
る
ほ
か
、
（

）
内
の
該
当
項
目
を
○
で
囲
む
こ
と
。

３
「
課
税
区
分
」
の
欄
に
は
、
本
人
持
ち
込
み
に
よ
り
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
す
る
場
合
の
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
課
税
対
象
外
等
、
１
か
ら
６
ま
で
の
項
目
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
「
７
．
そ
の
他
」
を
選
択
し
（

）
内
に

そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。

４
「
取
得
・
変
更
・
廃
車
等
年
月
日
」
、
「
初
度
検
査
(
届
出
）
年
月
」
及
び
「
生
年
月
日
」
の
各
欄
の
う
ち
年
号
の
部
分
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

５
「
納
税
（
申
告
・
報
告
）
義
務
者
」
の
欄
の
「
住
所
又
は
所
在
地
」
に
は
、
上
段
に
都
道
府
県
、
市
町
村
名
、
番
地
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
、
納
税
義
務
者
等
が
ビ
ル
等
に
入
居
し
て
い
る
場
合
又
は
同
居
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
下
段
の
枠
内
に
、
ビ
ル
等
の
名
称
の
ほ
か
に
棟
号
数
、
室
番
号
又
は
○
○
様
方
の
よ
う
に
、
郵
送
物
が
確
実
に
届
く
よ
う
に
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
「
氏
名
又
は
名
称
」
の
欄
の
右
端
の
「
印
」
位
置
に
、
必
ず
押
印
す
る
こ
と
。

６
「
用
途
」
、
「
種
別
」
、
「
営
・
自
区
分
」
、
「
燃
料
の
種
類
」
及
び
「
所
有
形
態
」
の
各
欄
に
は
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

７
「
用
途
」
の
欄
で
「
０
９
．
特
種
用
途
自
動
車
」
又
は
「
１
０
．
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
及
び
「
燃
料
の
種
類
」
又
は
「
所
有
形
態
」
の
各
欄
で
「
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、
（

）
内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。

８
「
車
体
の
形
状
」
の
欄
に
は
、
自
動
車
検
査
証
の
「
車
体
の
形
状
」
の
欄
に
記
載
さ
れ
た
形
状
を
記
入
す
る
こ
と
。

９
「
乗
車
定
員
」
及
び
「
最
大
積
載
量
」
の
各
欄
に
は
、
貨
客
兼
用
車
等
で
あ
る
た
め
乗
車
定
員
及
び
最
大
積
載
量
が
そ
れ
ぞ
れ
複
数
あ
る
場
合
、
（

）
内
に
は
い
ず
れ
か
大
き
い
方
の
乗
車
定
員
と
こ
れ
に
係
る
最
大
積
載
量
を
記
入
す
る

こ
と
。

1
0
「
長
さ
」
、
「
幅
」
及
び
「
高
さ
」
の
各
欄
に
は
、
特
種
用
途
自
動
車
の
場
合
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

1
1
「
取
得
前
の
用
途
」
の
欄
に
は
、
他
か
ら
軽
自
動
車
の
譲
渡
を
受
け
た
場
合
な
ど
、
今
回
の
申
告
以
前
も
当
該
軽
自
動
車
が
所
有
さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
用
途
に
つ
い
て
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
し
、
併
せ
て
初
度

検
査
年
月
か
ら
の
経
過
年
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
、
「
３
．
そ
の
他
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
（

）
内
に
そ
の
詳
細
を
記
入
す
る
こ
と
。

1
2
「
通
常
の
取
得
価
額
」
の
欄
に
は
、
法
第
4
5
0
条
に
規
定
す
る
通
常
の
取
得
価
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

1
3
「
通
常
の
取
得
価
額
」
の
欄
の
「
付
加
物
の
内
訳
」
に
は
、
具
体
的
な
付
加
物
の
名
称
と
そ
の
金
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

1
4
「
税
率
区
分
」
の
欄
に
は
、
次
の
う
ち
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
枠
内
に
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
、
「
★
★
★
★
」
は
平
成
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
5
0
％
低
減
又
は
平
成
1
7
年
排
出
ガ
ス
基
準
7
5
％
低
減
達
成
車
の
こ
と
を
い
う
。

な
お
、
平
成
3
2
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
平
成
2
7
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
な
い
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
、
次
の
【
乗
用
車
】
又
は
【
2
.
5
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
（
ガ
ソ
リ
ン
車
）
】
の
う
ち
、
平
成
2
2
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
満
た
し
て
い
る
軽
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
「
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
4
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
1
1
0
％
達
成
」
に
、
「
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
3
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
9
5
％
達
成
」
に
、

「
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
2
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
8
0
％
達
成
」
に
、
「
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
6
5
％
達
成
」
に
、
「
3
2
年
度
燃
費
基
準
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
5
0
％
達
成
」
に
、

「
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
2
5
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
5
7
％
達
成
」
に
、
「
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
2
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
5
0
％
達
成
」
に
、
「
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
5
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
4
4
％
達

成
」
に
、
「
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
」
は
「
2
2
年
度
燃
費
基
準
＋
3
8
％
達
成
」
に
読
み
替
え
た
上
、
該
当
す
る
項
目
の
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

【
乗
用
車
】

0
1
．
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
4
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

0
2
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
3
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

0
3
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
2
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

0
4
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
非
課
税
）

0
5
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
非
課
税
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

0
6
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

0
7
．
0
1
～
0
6
に
該
当
し
な
い
も
の
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
2
/
1
0
0
）
（
■
2
.
9
.
3
0
ま
で
）

0
8
.
★
★
★
★
か
つ
3
2
年
度
燃
費
基
準
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

0
9
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
ガ
ソ
リ
ン
車
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

1
0
.
0
1
～
0
4
、
0
8
及
び
0
9
に
該
当
し
な
い
も
の
（
2
/
1
0
0
）
（
■
2
.
1
0
.
1
以
降
）

【
2
.
5
t
以
下
ト
ラ
ッ
ク
（
ガ
ソ
リ
ン
車
）
】

1
1
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
2
5
％
達
成
（
非
課
税
）

1
2
．
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
2
0
％
達
成
（
非
課
税
）

1
3
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
5
％
達
成
（
自
家
用
：
1
/
1
0
0
、
営
業
用
：
0
.
5
/
1
0
0
）

1
4
.
★
★
★
★
か
つ
2
7
年
度
燃
費
基
準
＋
1
0
％
達
成
（
自
家
用
：
2
/
1
0
0
、
営
業
用
：
1
/
1
0
0
）

1
5
．
1
1
～
1
4
に
該
当
し
な
い
も
の
（
2
/
1
0
0
）

【
そ
の
他
の
軽
自
動
車
】

1
6
.
電
気
軽
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
軽
自
動
車
（
3
0
年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
又
は
2
1
年
排
出
ガ
ス
基
準
1
0
％
低
減
）
（
非
課
税
）

1
5
上
記
1
4
の
0
1
～
1
5
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
「
燃
費
」
の
欄
に
燃
費
値
を
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
、
貨
物
自
動
車
の
場
合
に
は
、
「
変
速
装
置
」
の
欄
に
つ
い
て
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
む
こ
と
。

な
お
、
「
構
造
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
貨
物
自
動
車
の
場
合
に
は
「
Ａ
」
又
は
「
Ｂ
」
を
選
択
す
る
こ
と
。
「
Ａ
」
は
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
を
い
い
、
「
Ａ
」
以
外
の
場
合
を
「
Ｂ
」
と
い
う
。

（
い
）
最
大
積
載
量
を
車
両
総
重
量
で
除
し
た
値
が
0
.
3
以
下
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
ろ
）
乗
車
装
置
及
び
物
品
積
載
装
置
が
同
一
の
車
室
内
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
車
室
と
車
体
外
と
を
固
定
さ
れ
た
屋
根
、
窓
ガ
ラ
ス
等
の
隔
壁
に
よ
り
仕
切
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
は
）
運
転
室
の
前
方
に
原
動
機
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。



　

主
 
た

 
る

 
定

 
置

 
場

 
 
※

(
 
 
)
内

は
旧

主
た

る
定

置
場

所
在

の
市

町
村

名
を

記
入

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

所
 
 
有

 
 
形

 
 
態

１
.
自

己
所

有
２

.
所

有
権

留
保

３
．

商
品

車
４

.
リ

ー
ス

車

第三十三号の四の二様式（用紙日本産業規格Ａ４）（第十六条関係）

市
町

村
長

 
殿

１
.
ガ

ソ
リ

ン
２

.
軽

油
lk
w

３
.
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

 

関わる者

 

以外に当該申告に

 

申告・報告義務者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

電
 
話

番
 
号

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

５
.
★

★
★

★
か

つ
2
7
年

度
燃

費
基

準
＋

1
5
％

達
成

の
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
物

）

　
 
基

準
1
0
％

低
減

）

１
.
電

気
・

天
然

ガ
ス

（
3
0
年

排
出

ガ
ス

基
準

適
合

又
は

2
1
年

排
出

ガ
ス

２
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
％

達
成

の
乗

用
車

乗
 
車

 
定

 
員

最
 
大

 
積

 
載

 
量

車
 
両

 
重

 
量

類
別

区
分

番
号

１
．

新
規

取
得

(
新

車
)

２
．

新
規

取
得

(
中

古
車

)
３

．
移

転
１

．
売

買
２

．
相

続

４
．

転
入

５
．

転
出

６
．

抹
消

３
．

贈
与

車
 
 
台

 
 
番

 
 
号

(
右

詰
で

記
入

)

申告区分

取得原因

軽
自

動
車

税
（

種
別

割
）

申
告

書
（

報
告

書
）

取
得

・
変

更
・

廃
車

等
年

月
日

初
度

検
査

(
届

出
)
年

月
運

輸
支

局
等

車
種

区
分

か
な

番
 
 
 
号

運
輸

支
局

等
車

種
区

分

年
月

日
８

．
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

５
．

そ
の

他
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

次
の

と
お

り
申

告
(
報

告
)
し

ま
す

。

か
な

番
 
 
 
号

７
．

変
更

(
使

用
者

・
住

所
・

氏
名

・
定

置
場

・
番

号
・

構
造

・
用

途
・

軽
自

動
車

の
所

有
者

)
４

．
所

有
権

留
保

解
除

車両番号

旧車両番号

種
 
 
 
 
別

営
・

自
区

分
車

 
体

 
の

 
形

 
状

車
 
 
 
名

 
 
（

通
 
 
称

 
 
名

）

日

年号
年号

年
月

3
.
昭

和

4
.
平

成

5
.

3
.
昭

和

4
.
平

成

5
.

(
右

詰
で

記
入

)

型
 
 
 
 
式

年
月

※
こ

の
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

旧所有者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

使用者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

所有者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

旧使用者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
 
名

又
は

名
 
 
称

納税(申告・報告)義務者

住所又は所在地

用途

(
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番

地
ま

で
記

入
)

〒

１
．

営
業

用

２
．

自
家

用
(
ビ

ル
、

ア
パ

ー
ト

、
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

)

印

1
.
明

治
2
.
大

正

3
.
昭

和
4
.
平

成

 
5
.

年
月

日

車
 
検

 
有

 
効

 
期

 
限

人
(
　

　
　

 
 
 
 
人

)

原
 
動

 
機

 
の

 
型

 
式

長
 
 
さ

電
 
話

番
 
号

(
左

詰
で

記
入

)

年
月

日

生
 
年

月
 
日

年号

５
.
譲

渡
担

保
６

.
そ

の
他

(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)

３
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
％

達
成

の
乗

用
車

４
.
★

★
★

★
か

つ
2
7
年

度
燃

費
基

準
＋

3
5
％

達
成

の
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
物

）

 

税率の特例

 

種別割の

燃
 
料

 
の

 
種

 
類

２
．

小
型

４
．

軽

０
１

．
乗

用
車

０
２

．
ト

ラ
ッ

ク
（
貨

物
）

０
９

．
特

種
用

途
自

動
車

(            　
　

　
   )

１
０

．
そ

の
他

(            　
　

　
　

   )

c
m

c
m

c
m

幅
高

さ
総

排
気

量
又

は
定

格
出

力
ロ

ー
タ

ー
数

k
g
(
　

　
　

 
 
 
 
k
g
)

k
g

k
g

車
 
両

 
総

 
重

 
量



第
3
3
号

の
４

の
２
様
式
記
載
要
領

１
　

こ
の

申
告

書
は

、
法

第
4
6
3
条

の
1
9
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

軽
自

動
車

税
種

別
割

の
賦

課
徴

収
に

関
し

申
告

又
は

報
告

を
行

う
場

合
に

使
用

す
る

こ
と

。

２
　

「
申

告
区

分
」

及
び

「
取

得
原

因
」

の
各

欄
に

は
、

該
当

す
る

項
目

の
番

号
を

右
の

枠
内

に
記

入
す

る
こ

と
。

　
 
 
ま

た
、

「
申

告
区

分
」

の
欄

で
「

７
．

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
番

号
を

記
入

す
る

ほ
か

、
（

　
　

）
内

の
該

当
項

目
を

○
で

囲
む

こ
と

。

３
　

「
取

得
・

変
更

・
廃

車
等

年
月

日
」

、
「

初
度

検
査

(
届

出
)
年

月
」

及
び

「
生

年
月

日
」

の
各

欄
の

う
ち

年
号

の
部

分
に

は
、

該
当

す
る

項
目

の
番

号
を

枠
内

に
記

入
す

る
こ

と
。

４
　

「
用

途
｣
､
「

種
別

｣
､
「

営
・

自
区

分
｣
､
「

燃
料

の
種

類
｣
及

び
「

所
有

形
態

」
の

各
欄

に
は

、
該

当
す

る
項

目
の

番
号

を
枠

内
に

記
入

す
る

こ
と

。

５
　

「
用

途
」

の
欄

で
「

０
９

．
特

種
用

途
自

動
車

」
に

該
当

す
る

場
合

及
び

「
燃

料
の

種
類

」
又

は
「

所
有

形
態

」
の

各
欄

で
「

そ
の

他
」

に
該

当
す

る
場

合
は

、
（

　
　

）
内

に
そ

の
詳

細
を

　
記

入
す

る
こ

と
。

６
　

二
輪

の
小

型
自

動
車

又
は

二
輪

若
し

く
は

三
輪

の
軽

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
「

用
途

」
の

欄
の

「
１

０
.
 
そ

の
他

」
を

選
択

し
、

（
　

　
）

内
に

「
二

輪
」

又
は

「
三

輪
」

と
記

入
す

る
こ

と
。

７
　

「
納

税
（

申
告

・
報

告
）

義
務

者
」

の
欄

の
「

住
所

又
は

所
在

地
」

に
は

、
上

段
に

都
道

府
県

、
市

町
村

名
、

番
地

ま
で

記
入

す
る

こ
と

。
　

 
 
ま

た
、

納
税

義
務

者
等

が
ビ

ル
等

に
入

居
し

て
い

る
場

合
又

は
同

居
人

で
あ

る
場

合
に

は
、

下
段

の
枠

内
に

、
ビ

ル
等

の
名

称
の

ほ
か

に
棟

号
数

、
室

番
号

又
は

○
○

様
方

の
よ

う
に

、
 
 
郵

便
物

が
確

実
に

届
く

よ
う

に
記

入
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
な

お
、

「
氏

名
又

は
名

称
」

の
欄

の
右

端
の

「
印

」
位

置
に

、
必

ず
押

印
す

る
こ

と
。

８
　

「
乗

車
定

員
」

及
び

「
最

大
積

載
量

」
の

各
欄

に
は

、
貨

客
兼

用
車

等
で

あ
る

た
め

乗
車

定
員

及
び

最
大

積
載

量
が

そ
れ

ぞ
れ

複
数

あ
る

場
合

、
（

　
　

）
内

に
は

い
ず

れ
か

　
大

き
い

方
の

乗
車

定
員

と
こ

れ
に

係
る

最
大

積
載

量
を

記
入

す
る

こ
と

。
　９

　
「

車
体

の
形

状
」

の
欄

に
は

、
自

動
車

検
査

証
の

「
車

体
の

形
状

」
の

欄
に

記
載

さ
れ

た
形

状
を

記
入

す
る

こ
と

。

1
0
　

「
長

さ
」

､
「

幅
」

及
び

「
高

さ
」

の
各

欄
に

は
､
特

種
用

途
自

動
車

の
場

合
の

み
記

入
す

る
こ

と
。

1
1
 
 
「

種
別

割
の

税
率

の
特

例
」

の
欄

に
は

､
該

当
す

る
項

目
の

番
号

を
枠

内
に

記
入

す
る

こ
と

。
　

 
 
な

お
、

「
★

★
★

★
」

は
平

成
3
0
年

排
出

ガ
ス

基
準

5
0
％

低
減

又
は

平
成

1
7
年

排
出

ガ
ス

基
準

7
5
％

低
減

達
成

車
の

こ
と

を
い

う
。



備考

平成　　年寄附分
市町村民税
道府県民税

寄附金税額控除に係る申告特例通知書

平成　　　年　　　月　　　日

　　市町村長　　　殿 市区町村コード又
は都道府県コード

　　市町村長
　　知　　事

　地方税法附則第７条第１項（第８項）の規定により、下記の者から同条第２項（第９項）に規定する申告
特例の求めがありましたので、同条第５項（第12項）の規定により下記のとおり通知します。

住　所

性　別 男　　　　女

生年月日

電話番号フリガナ

氏　名

合計寄附金額とは、申告特例の求めに係る地方税法第37条の２（第314条の７）第２項に規定する特例控除対象寄
附金の額の合計額をいいます。

合計
寄附金額

円

個人番号

明・大

昭・平
． ．

第
五
十
五
号
の
七
様
式
（
附
則
第
二
条
の
四
関
係
）
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